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第１１８回淡路市議会定例会提出議案の概要説明書 
  
１ 条例制定    ８件 

 (１) 改正条例   ６件 

議案等番号 件           名 所 管 課 

議案第５４号 〇 淡路市行政組織条例（平成１７年淡路市条例第９号）の一部を

改正する条例制定の件 
 

 令和８年度以降の市長の権限に属する内部組織について、社会経

済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や住民の多様なニーズに即

応した施策を総合的かつ機動的に展開できるよう、将来的な組織編

成に向けて、所要の措置を講じる。 
 

 次のとおり事務を分掌させる。 

 企画情報部 「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推

進に関すること。」 

 市民生活部 「市民の活躍及び交流に関すること。」 

 健康福祉部 「子育て支援に関すること。」等 
 

 ※ 施行期日 令和８年４月１日 

総 務 課 

議案第５５号 〇 淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例（平成２６年淡路市条例第１５号）等の一部を改

正する条例制定の件 
 

 「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第２９号）

により、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設と、

地域限定保育士制度の一般制度化に伴い、基準となっている「児童

福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣

府令の整備等に関する内閣府令」（令和７年内閣府令第８０号）が改

正され、「従うべき基準」である保育所等の保育士の配置基準につい

て、地域限定保育士を保育士とみなすこととされた。 

 また、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する内閣府令」（令和７年内閣府令第８２号）が令和７年９月１６日

公布、同日から施行し、「参酌する基準」である家庭的保育事業等の

乳幼児の健康診査について、当該健診が利用乳幼児に対する健康診

断の全部又は一部に相当すると認められるときは、これらの健康診

断の全部又は一部を行わないことができることとされた。 

 これらの改正に準じて、関係する条例について、所要の措置を講

じる。 
 

１ 第１条による改正（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営の基準に関する条例の一部改正） 

  虐待行為の追加及び引用条項の整理 
 
２ 第２条による改正（家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に
関する条例の一部改正) 

  保育士として地域限定保育士の追加、乳幼児の健康診断の代替

措置の整理及び引用条項の整理   

子育て応援課 
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３ 第３条による改正（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す
る基準に関する条例の一部改正） 

  保育士として地域限定保育士の追加及び引用条項の整理 
 

 ※ 施行期日 公布の日 

議案第５６号 〇 淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例

（令和５年淡路市条例第２５号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 野田尾地域に、新たに滞在型市民農園施設（本村）を整備し、令

和８年４月１日から生穂・佐野地域活性化施設として供用開始する

ことに伴い、「地方自治法」（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２の規定に基づき、公の施設の設置及び管理に関し必要な事項を

定める。 

１ 名称及び位置 

 (１) 名称 野田尾地域滞在型市民農園施設（本村） 

 (２) 位置 淡路市野田尾５５６番地３ 

２ 利用許可施設及び使用料 

 (１) 施設  滞在施設付農園及び農機具用倉庫 

 (２) 使用料 １区画 年額４９２,０００円 
 

 ※ 施行期日等 令和８年４月１日からとし、利用許可等に関し、

必要な経過措置を設ける。 

農林水産課 

議案第５７号 〇 淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例（平成１

７年淡路市条例第２７号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 防災教育施設である野島断層保存館、震災体験館、学習・研究活

動を行うセミナーハウス及び健康増進施設である公園緑地広場を有

する複合施設について、南海トラフ巨大地震を見据えた防災意識の

向上など、学校関係者、学術研究者等の研修及び研究対象施設並び

に市民と観光客、来園者との交流の場として、これらの施設を効率

的かつ効果的な管理運営を行うため、その所管を教育委員会とする

ことに伴い、所要の措置を講じる。 

 

 ※ 施行期日等 令和８年４月１日からとし、利用許可等に関し

必要な経過措置を設ける。 

商工観光課 

議案第５８号 〇 淡路市立学校設置条例（平成１７年淡路市条例第２２４号）の

一部を改正する条例制定の件 
 

 令和９年４月１日をもって、市立多賀小学校を市立一宮小学校に

再編することに伴い、関係する条例に所要の措置を講じる。 
 

１ 多賀小学校に関する事項の削除 

２ 附則による改正（「淡路市立学校施設使用料条例」（平成２０年

淡路市条例第５号）の一部改正） 同様に多賀小学校に関する事

項の削除 

   

 ※ 施行期日 令和９年４月１日 

教育総務課 
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議案第５９号 〇 淡路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する

条例（平成２６年淡路市条例第１６号）の一部を改正する条例制

定の件 

  

 議案第５５号と同様に、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施

行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令」に

より、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平

成２６年厚生労働省令第６３号）の一部が改正され、「児童福祉法」

（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の８の２第２項の規定によ

り同基準を参酌すべき保育士の配置基準について、地域限定保育士

を保育士とみなすこととされたことに伴い、所要の措置を講じる。 
 

１ 保育士として地域限定保育士の追加及び引用条項の整理 
   

 ※ 施行期日 公布の日 

社会教育課 

 

(２) 廃止条例   ２件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第６０号 ○ 淡路市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２１年淡

路市条例第７号）を廃止する条例制定の件 
 

 マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳カードの発行が平

成２７年１２月２８日をもって終了し、令和７年１２月２８日をも

って全てのカードの有効期間（発行から１０年間）が満了となるこ

とに伴い、本件条例を廃止する。 
 

１ 住基カードの交付状況（平成２７年１２月２８日現在） 

  交付累計 ３,７０１枚 

  交付率   ８.１２％ 
 

 ※ 施行期日 公布の日 

市民人権課 

議案第６１号 ○ 淡路市仮屋漁港直売所の設置及び管理に関する条例（平成１７

年淡路市条例第１９０号）を廃止する条例制定の件 
 

 近年の利用実績及び施設の老朽化に伴い、今後の利活用について

検討を行った結果、本件条例を廃止する。 
 

 ※ 施行期日等 令和８年４月１日からとし、廃止前の処分、手

続等に関し必要な経過措置を設ける。 

農林水産課 

 

２ 事件決議    ９件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第６２号 ○ 字の区域（生田畑）の変更の件 
 

 生田畑地区の一部における「国土調査法」（昭和２６年法律第１８

０号）に基づく地籍調査事業の一筆地調査の実施に伴い、これらの

土地について、将来における土地利用の整合性を図るため、現況に

即した字界に変更することにつき、「地方自治法」第２６０条第 1項

都市総務課 
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の規定により、議決を求める。 

議案第６３号 ○ 字の区域（浅野神田・斗ノ内）の変更の件 
 

 議案第６２号と同様に、浅野神田地区及び斗ノ内地区の一部にお

ける地籍調査事業の一筆地調査の実施に伴い、これらの土地につい

て、将来における土地利用の整合性を図るため、現況に即した字界

に変更することにつき、「地方自治法」第２６０条第 1項の規定によ

り、議決を求める。 

都市総務課 

議案第６４号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（令和５年淡路市条例

第３号「淡路市福祉会館」） 
 

１ 施設名等  福祉会館 淡路市志筑新島５番地１ 

２ 指定管理者 社会福祉法人淡路市社会福祉協議会 

         会長 小南
こみなみ

 廣之
ひろゆき

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

４ 選定方法  非公募       

福祉総務課 

議案第６５号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成２８年淡路市条

例第４号「室津ふれあいセンター」） 
 

１ 施設名等  室津ふれあいセンター 淡路市室津１２８番地 

２ 指定管理者 室津地区社会福祉協議会 会長 森
もり

 茂
しげる

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

４ 選定方法  非公募       

長寿介護課 

議案第６６号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成２１年淡路市条

例第２１号「高齢者生活福祉センター」） 
 

１ 施設名等  高齢者生活福祉センター 淡路市北山７１２番地 

２ 指定管理者 社会福祉法人淡路市社会福祉協議会 

         会長 小南
こみなみ

 廣之
ひろゆき

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

４ 選定方法  非公募       

長寿介護課 

議案第６７号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１１４号「老人福祉センター「久留麻老人福祉センター」、「柳

沢老人福祉センター」」） 
 

１ 施設名等 久留麻老人福祉センター 淡路市久留麻１８９４番

地１ 

 (１) 指定管理者 社会福祉法人淡路市社会福祉協議会 

           会長 小南
こみなみ

 廣之
ひろゆき

 

 (２) 指定期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 (３) 選定方法  非公募       

２ 施設名等 柳沢老人福祉センター 淡路市柳澤甲１６番地４ 

 (１) 指定管理者 柳澤地区町内会 代表 郷司
ごうじ

 泰
やす

宏
ひろ

 

 (２) 指定期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 (３) 選定方法  非公募       

長寿介護課 

議案第６８号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条 長寿介護課 
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例第１２１号「北淡総合福祉センター」） 
 

１ 施設名等  北淡総合福祉センター 淡路市浅野南２番地４０ 

２ 指定管理者 社会福祉法人淡路市社会福祉協議会 

         会長 小南
こみなみ

 廣之
ひろゆき

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

４ 選定方法  非公募       

議案第６９号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成２０年淡路市条

例第４７号「障害者福祉施設さくらんぼの里」） 
 

１ 施設名等  障害者福祉施設さくらんぼの里 

        淡路市中田３７２５番地 

２ 指定管理者 医療法人新淡路病院 理事長 金
こん

藤
どう

 公人
きみと

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１８年３月３１日 

４ 選定方法  非公募        

地域福祉課 

議案第７０号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第２９０号「文化ホール「しづかホール」、「サンシャインホー

ル」」） 
 

１ 施設名等  

 (１) しづかホール 淡路市志筑新島５番地４ 

 (２) サンシャインホール 淡路市浦１４８番地１ 

２ 指定管理者 神戸国際ステージサービス株式会社 

         代表取締役 筒井
つつい

 勇
いさ

雄
お

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

４ 選定方法  公募        

社会教育課 

 

３ 予  算    ５件 

 (１) 補正予算   ５件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第７１号 ○ 令和７年度淡路市一般会計補正予算（第４号） 

 

 補正額        ５億３，３５０万円余 

 補正後の予算額  ４０３億９，７４０万円余 

 繰越明許費補正         追加６件 

 債務負担行為補正        追加２件 

 地方債補正           追加２件、変更３件 

財 政 課 

議案第７２号 ○ 令和７年度淡路市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

（事業勘定） 

 補正額         １，４２０万円余 

 補正後の予算額  ５６億３，４９０万円余 

（直営診療施設勘定） 

 補正額         １，０００万円余 

 補正後の予算額   １億５，７７０万円余 

福祉総務課 

議案第７３号 ○ 令和７年度淡路市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 福祉総務課 
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 補正額           ２７０万円余 

 補正後の予算額  １０億  ３４０万円余 

議案第７４号 ○ 令和７年度淡路市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

（保険事業勘定） 

 補正額           ６００万円余 

 補正後の予算額  ５４億４，５００万円余 

（サービス事業勘定） 

 補正額            ８０万円 

 補正後の予算額     ６，１１０万円 

長寿介護課 

議案第７５号 ○ 令和７年度淡路市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（収益的収支） 

 支出 

補正予算額       １，３００万円余 

  補正後の予算額  ２３億３，４２０万円余 

下 水 道 課 

 

４ 諮  問    １件 

議案等番号 件           名 所管課 

諮問第 ３号 ○ 人権擁護委員候補者の推薦に関する件 

 

 新阜
におか

照
てる

久
ひさ

委員の任期満了（令和５年４月１日から令和８年３月３

１日まで）による後任委員候補者の推薦 

 ※ 後任委員の任期は、令和８年４月１日から令和１１年３月３

１日までの３年間 

市民人権課 

 

５ 報  告    １件 

議案等番号 件           名 所管課 

報告第１３号 ○ 専決処分した事件の報告について（公用車交通事故） 管 財 課 

 


